
介
護
予
防
事
業
（
市
独
自
の
サ
ー

ビ
ス
）

健
康
相
談
、
訪
問
指
導
、
い
き
い

き
教
室
な
ど

３
月
か
ら
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業（
新
総
合
事
業
）が
始
ま
り
ま
す

３
月
か
ら
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業（
新
総
合
事
業
）が
始
ま
り
ま
す

　
高
齢
の
方
々
が
要
介
護
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
、

ま
た
、
介
護
が
必
要
に
な
っ
て
も
そ
れ
以
上
悪
化

し
な
い
よ
う
、
要
支
援
１
・
２
の
判
定
を
受
け
た

方
に
「
訪
問
介
護
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
）」
と
「
通

所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）」
を
提
供
し
て
い
ま

す
。
現
在
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
は
全
国
一
律
で
す
が
、

市
で
は
、
３
月
か
ら
サ
ー
ビ
ス
内
容
等
を
独
自
に

定
め
て
提
供
す
る
新
総
合
事
業
に
移
行
し
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
は
、
要
支
援
１
・
２
の
判
定
を
受
け

た
方
の
み
が
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
訪
問
介
護
、

通
所
介
護
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は

要
支
援
１
・
２
の
判
定
を
受
け
て
い
な
い
方
で
も
、

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト（※

１
）に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク

を
行
い
、
生
活
機
能
の
低
下
が
見
ら
れ
た
場
合
、

新
総
合
事
業
の
「
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
」「
通
所
型

サ
ー
ビ
ス
」「
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス（※

２
）」
を

受
け
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、「
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
」「
通
所
型
サ
ー
ビ

ス
」
の
利
用
者
負
担
、
サ
ー
ビ
ス
費
用
、
サ
ー
ビ

ス
内
容
は
、
基
本
的
に
こ
れ
ま
で
の
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
の
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
と
変
わ
り
ま
せ

ん
。

　
詳
し
く
は
、
介
護
福
祉
課
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（※

１
）
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
と
は
、
要
支
援
、
要
介
護
状
態
に
な
る
危
険
が
な
い
か
ど
う
か
と
い
う

視
点
で
、
運
動
機
能
、
閉
じ
こ
も
り
、
も
の
忘
れ
の
傾
向
な
ど
25
項
目
に
つ
い
て
、「
は
い
」

「
い
い
え
」
で
お
答
え
い
た
だ
く
質
問
表
の
こ
と
で
す
。

（※

２
）
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
五
所
川
原
市
介
護
予
防
・
日
常
生

活
支
援
体
制
整
備
推
進
協
議
会
等
で
検
討
し
て
い
ま
す
。

問…

介
護
福
祉
課
　
内
線
２
４
５
８

　
　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
　
℡（
38
）３
９
３
９

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（
全
国
一
律
の
サ
ー
ビ
ス
）

（
要
支
援
１
・
２
の
方)

新
し
い
総
合
事
業
（
市
独
自
の
サ
ー
ビ
ス
）

（
要
支
援
１
・
２
の
方
や
生
活
機
能
の
低
下
が
見
ら
れ
た
方
）

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
／
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
／
生
活
支
援
サ
ー
ビ

ス
／
一
般
介
護
予
防
事
業
（
こ
れ
ま
で
の
介
護
予
防
事
業
を

継
承
、
充
実
）

■
３
月
以
降
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
ま
で
の
流
れ

今回の変更のイメージ図
〈３月以降〉 〈現　行〉

要支援認定 基本チェックリストで判断

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス（
全
国
一
律
の
サ
ー
ビ
ス
）

（
要
支
援
１
・
２
の
方)

訪
問
看
護

福
祉
用
具
　
な
ど

訪
問
介
護

通
所
介
護

訪
問
看
護

福
祉
用
具
　
な
ど

要支援者

地域包括支援センター等が介護予防ケアマネジメントを実施

 一般介護予防事業（健康相談、訪問指導など、全ての高齢者が対象）

+

+

生活機能の低下が見られた方

訪問看護、福祉用具等
※全国一律の基準

介
護
予
防

給
　
　
付

新
総
合
事
業

介護予防・生活支援サービス事業
（訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス）

※事業内容などは市が定めます

従来の要支援者 一般高齢者

2五所川原市役所　☎35－2111


